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審議会等の会議結果報告書 

【担当課】 文化財課  

会 議 の 名 称 平成 30年度 第 1回文化財審議委員会 

開 催 日 時 平成 30年 4月 20日（金） 13時 30分から 16時 00分 

開 催 場 所 
豊平下菅沢祖霊桜、神長官邸のみさく神境内社叢の視察 

市役所 7階 701会議室 

出 席 者 

文化財審議委員  小池春夫 両角英晴 小平正八 浦野岳孝 会田進  

下倉孝繁 西之園徹 

教育委員会    平出信次生涯学習部長 両角勝元文化財課長 

 小林健治文化財係長 小林深志主査 

欠 席 者 なし 

公開・非公開の別 公開 ・ 非公開 傍 聴 者 の 数    0  人 

議題及び会議結果 

発言者 協議内容・発言内容（概要） 
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小林健治係長 

１ 開  会 

 

２ 生涯学習部長あいさつ 

 

３ 着任あいさつ 

 

４ 審議委員会の公開について 

審議会の議事は、公開が原則となっている。今回の審議会でも非公開情報

とすべき案件がないので、公開としたい。 

議事録の公開は、発言者名は委員の「個人名」でなく「委員」とします。 

 

５ 審議事項 

①下菅沢祖霊桜について（資料説明 P2～P7） 

所有者の木川氏の方々は指定について、審議委員会で指定の意向が得られ

れば了解を得られそうである。 

今日は、これをどう審議するか。指定をするかしないか今日決めるのか。 

今日指定の方向が決まれば、木川氏から指定の申請書を提出してもらう。

それを定例教育委員会に報告し、そこで文化財審議委員会への諮問につい

て決定する。それを受け、再度、審議委員会で審議し、定例教育委員会に

答申する。これを定例教育委員会が確認し、正式決定となる。今日は指定

の方向性について意見を伺いたい。 

樹木の高さはどうやって計るのか。 

5ｍのスタッフを立て目測で行う。 

角度を測る方法もあるか。 

角度を測って行うのは、丸い木なので難しい。 

保護やメンテナンスに費用がかかっていると思うが、指定になった場合、

市の費用負担はどうなるのか。 

現在は未指定物件なので、市から補助金等の費用は出ていないが、市の天
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小林健治係長 

 

委員 

然記念物になれば、市の文化財補助金交付要綱に則って、手入れの費用の

20％は補助できる。 

20%が標準なのか。 

現在の文化財補助金交付要綱では、対象経費の 20/100、上限 100万円と定

められている。 

新聞記事によると管理が大変とあるが、指定されると教育委員会が管理し

て、すべて保護して費用も出してくれると思われていることはないか。 

指定後についても、従来どおり木川氏が手入れをしていただきたいこと、

日常の手入れについては現状変更の提出は必要がないということ、保護に

係る必要経費が補助金の対象となることなどを、木川氏の代表者に説明し

ている。 

今日視察し、一番気になるのはお墓の中にあるということ。指定されて多

くの方が見に来ることによるお墓の状況が心配。今日我々が行っただけで

もいろいろ踏みつける。当然歩道をつけたりロープをしたり等の費用が掛

かるのではないか。先ほどの 20％の補助では管理が難しいのではないか。 

保存会のような組織を地元で作って、残り 80％のお金を集める工夫やサポ

ートをする人間を募ってはどうか。観光のパンフレットなどにも使われた

りするだろう。各地でやっているクラウドファンディングなどを導入でき

れば、比較的容易にお金は集まるかもしれない。 

そうしたことは、地元と相談しながら考えていくことになるだろう。 

現在、枯れ枝もかなり残っていて、管理もやり切れていないところがある。

あの高さまで登っていける人はそうそういないだろう。毎年一気にやるの

は難しいだろうし、地域の人だけでやるのは大変。 

茅野市には桜以外にも天然記念物はたくさんある。桜だけを行政側が優遇

するわけにはいかず、全体を考えて検討していかなければいけない。 

茅野市の樹木保存会のような大きな組織になれば良い。 

管理の話になっているが、下菅沢祖霊桜が指定に値するかどうかはどうか

のご意見を伺いたい。 

立派な桜であり、郡内最大の岡谷市天然記念物のシダレザクラと比べても

遜色ない。枝ぶりなどはこちらの方がよいのではないか。 

資料に掲載されている郡内の桜と見比べても見劣りしないということで、

指定していいのではないかと思う。 

指定してぜひ大事にしていきたい。 

指定に値するということでよろしいですか。 

委員一同同意し、意義なし。 

審議委員会から天然記念物にふさわしいとの意見をいただいたというこ

とで、木川氏の方に伝え、申請書を提出していただくように話をしていき

ます。 

 

②茅野市天然記念物「神長官邸のみさく神境内社叢」のき損について 

（資料 P8～12） 

所有者からき損届を提出されている。処理について、業者に見積りを依頼

している。 

審議委員に承知していてもらえばいいか。 
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副委員長 

すでに処理が終わっているように思うが。 

審議委員に承知してもらい、今後の措置については、業者と相談の上、事

務局で進めていきたい。現在は、倒木を輪切りにし積んである状態で、こ

の撤去、養生方法、費用について、業者と相談し進めたい。 

 

③茅野市史跡「酒室神社」の現状変更について（資料 P13・14） 

坂室区から酒室神社の現状変更申請が提出された。8月 26日の例祭までに

破損した拝殿床張りの補修をしたいとのことである。補修は床の張替えで

はなく、現状の床上に板張りする。審議していただき、問題がなければ、

申請を許可したい。 

現在の床上に張ることは、文化財に問題はないか。 

設計書があるわけではないが、文化財の価値を損ねることの無いように、

良識の範囲の中でやっていきたいということである。 

補修の面積はどのくらいか。 

資料を持ち合わせていない。 

床全部をやるとなると費用がかなりかかりそう。 

境内が史跡となっているが、拝殿も対象か。 

史跡として指定されているが、土地と社殿が一体の文化財として指定され

ていると考えられる。 

酒室神社は何年か前にも現状変更しているのではないか。その時は塀の改

修で、史跡には影響ないということだった。この床はふつうかなり厚い。

それを踏み抜けるか。 

要するに危険ということだ。 

現状の床に上張りし、危険を回避するもので、問題はないのではないか。 

坂室区と文化財課で協議しながら行うということで、行っていきたい。今

回の補修については予算化されておらず、今年の 8 月 26 日までに完了し

たいととこともあり、当初から坂室区では補助金をあてにしていない。 

 

６ 平成 30 年度文化財事業計画（資料説明 P15・16） 

基本方針、文化財保護、埋蔵文化財の発掘調査、史跡整備事業、尖石縄文

まつり、縄文検定について説明。 

 

７ その他 

下菅沢祖霊桜の指定については今回の審議会で了承を得ているので、次回

は答申を実施したい。頼岳寺の高島藩諏訪家墓所の標柱設置完了後に、こ

の視察を併せて、文化財審議委員会を開催したい。 

 

８ 閉  会 

 


